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第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、深く専門の

学術を研究し、広く知識を授け、豊かな人間性と高い知識を備えた人材を育成する

とともに、知の拠点として国の内外と地域の発展に貢献することを目的とする。 

 （名称） 

第２条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人高崎経済大学（以下「法人」とい

う。）とする。 

 （大学の設置） 

第３条 法人は、高崎経済大学（以下「大学」という。）を高崎市に設置する。 

 （設立団体） 

第４条 法人の設立団体は、高崎市とする。 

 （事務所の所在地） 

第５条 法人は、事務所を高崎市上並榎町１３００番地に置く。 

 （法人の種別） 

第６条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

 （公告） 



第７条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場に掲示して行う。 

 

第２章 組織 

    第１節 役員及び学長 

 （役員） 

第８条 法人に、役員として、理事長１人、副理事長１人、理事５人以内及び監事２

人を置く。 

 （職務及び権限） 

第９条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長は、第１７条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第１４

条第１項に規定する理事会の議を経るものとする。 

３ 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法

人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けた

ときはその職務を行う。 

４ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業

務を掌理する。 

５ 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があ

るときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。 

６ 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、高崎市の規則で定

めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 

７ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告

を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

８ 監事は、法人が次に掲げる書類を高崎市長（以下「市長」という。）に提出しよ

うとするときは、当該書類を調査しなければならない。 

（１）地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）の規

定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める

書類 

（２）その他高崎市の規則で定める書類 

９ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意

見を提出することができる。 

 （理事長の任命） 

第１０条 理事長は、市長が任命する。 



 （学長の任命等） 

第１１条 大学の学長（以下「学長」という。）は、理事長とは別に任命するものと

する。 

２ 学長の選考を行うため、学長選考会議（以下「選考会議」という。）を置く。 

３ 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。 

４ 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。 

５ 選考会議は、次に掲げる委員をもって構成する。 

（１）第１８条第２項に規定する経営審議会の委員（副理事長を除く。）の中から当

該経営審議会において選出された者 ３人 

（２）第２３条第２項に規定する教育研究審議会の委員（学長を除く。）の中から当

該教育研究審議会において選出された者 ３人 

６ 選考会議に議長を置き、選考会議の委員の互選によってこれを定める。 

 （理事及び監事の任命） 

第１２条 理事は、理事長が任命する。 

２ 理事長は、理事の任命に当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でな

い者が含まれるようにしなければならない。 

３ 監事は、市長が任命する。 

 （役員の任期） 

第１３条 理事長の任期は、４年とする。 

２ 副理事長の任期は、法人の規程により定める学長の任期によるものとする。 

３ 理事の任期は、２年とする。 

４ 監事の任期は、その任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについ

ての法第３４条第１項に規定する財務諸表の承認の日までとする。 

５ 補欠の役員（副理事長を除く。）の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の

際現に法人の役員又は職員でない者のときの前条第２項の規定の適用については、

その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。 

第２節 理事会 

 （設置及び構成） 

第１４条 法人の運営に関する重要事項を審議するため、法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。 

 （招集） 



第１５条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、理事会の構成員（理事長を除く。）又は監事から理事会の目的たる事

項を記載した書面を付して理事会の招集の請求があったときは、理事会を招集しな

ければならない。 

 （議事） 

第１６条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

２ 理事会は、理事会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

 （理事会の議を必要とする事項） 

第１７条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。 

（１）中期目標について市長に述べる意見（法第７８条第３項に規定する意見をいう。

以下同じ。）、中期計画（法第２６条第１項に規定する計画をいう。以下同じ。）

及び年度計画（法第２７条第１項に規定する年度計画をいう。以下同じ。）に関

する事項 

（２）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項 

（３）重要な規程の制定又は改廃に関する事項 

（４）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

（５）学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項 

（６）職員の人事及び評価に関する事項 

（７）教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関す

る事項 

（８）前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項 

 

第３章 審議機関 

    第１節 経営審議会 

 （設置及び構成） 

第１８条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。 

２ 経営審議会は、次に掲げる委員（以下この節において「委員」という。）８人以

内で構成する。 

（１）理事長 



（２）副理事長 

（３）理事長が指名する理事 

（４）理事長が指定する職にある職員 

（５）法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののう

ちから、理事長が任命するもの 

３ 前項第５号に掲げる委員は、２人以上とする。 

 （委員の任期） 

第１９条 委員の任期は、２年とする。 

２ 前条第２項第１号から第４号までに掲げる委員は、当該各号に定める職を辞した

ときは、委員の職を失うものとする。 

３ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。この場合において、委員がその最初の任命の

際現に法人の役員又は職員でない者のときの前条第２項第５号の規定の適用につい

ては、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。 

 （招集） 

第２０条 経営審議会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、委員（理事長を除く。）から経営審議会の目的たる事項を記載した書

面を付して経営審議会の招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければ

ならない。 

 （議事） 

第２１条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

２ 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

 （審議事項） 

第２２条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）中期目標について市長に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項のう

ち、法人の経営に関するもの 

（２）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営

に関するもの 

（３）重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの 

（４）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 



（５）学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項 

（６）職員の人事及び評価に関する事項のうち、法人の経営に関するもの 

（７）組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

（８）前各号に掲げるもののほか、法人の経営に関する重要事項 

    第２節 教育研究審議会 

 （設置及び構成） 

第２３条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究審議会を置く。 

２ 教育研究審議会は、次に掲げる委員（以下この節において「委員」という。）１

５人以内で構成する。 

（１）学長 

（２）学部長及び研究科長 

（３）学長が指名する理事 

（４）教育研究上の重要な組織及び事務組織の長（第２号に掲げる者を除く。）のう

ち、学長が指名する者 

（５）法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののう

ちから、学長が必要と認める場合において任命するもの 

 （委員の任期） 

第２４条 委員の任期は、２年とする。 

２ 前条第２項第１号から第４号までに掲げる委員は、当該各号に定める職を辞した

ときは、委員の職を失うものとする。 

３ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。この場合において、委員がその最初の任命の

際現に法人の役員又は職員でない者のときの前条第２項第５号の規定の適用につい

ては、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。 

 （招集） 

第２５条 教育研究審議会は、学長が招集する。 

２ 学長は、委員（学長を除く。）から教育研究審議会の目的たる事項を記載した書

面を付して教育研究審議会の招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集し

なければならない。 

 （議事） 

第２６条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。 

２ 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 



３ 教育研究審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

 （審議事項） 

第２７条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）中期目標について市長に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項のう

ち、教育研究に関するもの 

（２）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に

関するもの 

（３）重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、教育研究に関するもの 

（４）学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項 

（５）教員の人事及び評価に関する事項 

（６）教育課程の編成に関する方針に係る事項 

（７）学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の援助に関する事項 

（８）学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位に関

する方針に係る事項 

（９）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

（１０）前各号に掲げるもののほか、大学の教育研究に関する重要事項 

    

第４章 業務の範囲及びその執行  

 （業務の範囲） 

第２８条 法人は、次に掲げる業務を行う。 

（１）大学を設置し、これを運営すること。 

（２）学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行

うこと。 

（３）法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の

法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

（４）公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

（５）大学における教育研究成果を普及し、その活用を促進すること。 

（６）前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （業務の執行） 

第２９条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業

務方法書の定めるところによる。 



 

第５章 資本金等 

 （資本金） 

第３０条 法人の資本金の額は、高崎市が出資する別表に掲げる資産について、出資

の日現在における時価を基準として高崎市が評価した価額の合計額とする。 

 （解散に伴う残余財産の帰属） 

第３１条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があると

きは、これを高崎市に帰属させる。 

 

第６章 雑則 

 （委任） 

第３２条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもの

のほか、法人の規程の定めるところによる。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この定款は、法人の成立の日から施行する。 

 （学長の任命等に関する特例） 

２ 大学の設置後最初の学長は、第１１条第３項の規定にかかわらず、選考会議の選

考に基づくことを要しないものとし、理事長が任命する。 

３ 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。 

４ 前項に規定する副理事長の任期は、第１３条第２項の規定にかかわらず、２年と

する。 

 

附 則 

この定款は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第８条第２項の

規定による群馬県知事の認可のあった日から施行する。 

 

附 則（平成３０年３月２３日群馬県知事認可） 

１ この定款は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この定款の施行の際現に監事である者の任期については、改正後の第１３条第４

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 



 

附 則（令和元年８月３０日群馬県知事認可） 

この定款は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第８条第２項の

規定による群馬県知事の認可のあった日から施行する。 

 

   



別表（第３０条関係） 

１ 土地 

所在地 地目 地積（㎡） 

高崎市上並榎町字西ケ原１３００番 学校用地 １９,７４６ 

高崎市上並榎町字上川原１３４８番１ 学校用地 １９,６３４ 

高崎市上並榎町字上川原１３５９番２ 学校用地 ６,１８２ 

高崎市上並榎町字中川原１３７６番３ 学校用地 ２,０８７ 

高崎市下小塙町字並榎境１３５７番３ 学校用地 ２,３９２ 

高崎市下小塙町字並榎境１３５７番４ 学校用地 ７６ 

高崎市下小塙町字鶴巻１３５８番５ 学校用地 ９,５７８ 

高崎市下小塙町字下川原１８２３番１ 学校用地 １４，８７７ 

高崎市下小塙町字下川原１８４９番 学校用地 ３７０ 

高崎市下小塙町字下川原１８５１番 学校用地 ３５８ 

高崎市下小塙町字下川原１８５２番 学校用地 ３３５ 

高崎市下小塙町字下川原１８５３番１ 学校用地 ５１３ 

高崎市下小塙町字下川原１８５６番１ 学校用地 ２，６３２ 

高崎市下小塙町字下川原１８７２番 学校用地 ７７５ 

高崎市下小塙町字下川原１８７３番１ 学校用地 １,８３９ 

高崎市下小塙町字下川原１８７４番２ 学校用地 ４,８６０ 

高崎市下小塙町字下川原１８７５番１ 学校用地 ７１１ 

（平成２６年３月一部譲渡

により、現在は６８９） 

高崎市下小塙町字下川原１８７５番５ 学校用地 ９３０ 

２ 建物 

名称 所在地 構造 延床面積（㎡） 

１号館 高崎市上並榎町字上川原 

１３４８番地１ 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

亜鉛メッキ鋼板ぶき７階

建 

４,７７６.２３ 



２号館 高崎市上並榎町字西ケ原 

１３００番地 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

陸屋根地下１階付２階建 

２,５５２.１５ 

３号館 高崎市上並榎町字西ケ原 

１３００番地 

鉄筋コンクリート・鉄骨

造ルーフィングぶき３階

建 

２,３２３.１２ 

４号館 高崎市上並榎町字西ケ原 

１３００番地 

鉄筋コンクリート・鉄骨

造コンクリート屋根２階

建 

１,４８５.９５ 

５号館 高崎市上並榎町字西ケ原 

１３００番地 

鉄筋コンクリート造コン

クリート屋根地下１階付

２階建 

１,２９３.２４ 

６号館 高崎市上並榎町字上川原 

１３４８番地１ 

鉄筋コンクリート造陸屋

根４階建 

３,８６４.９８ 

７号館 高崎市上並榎町字中川原 

１３７６番地３ 

鉄骨造陸屋根６階建 ５,６７８.４８ 

研究棟 高崎市上並榎町字西ケ原 

１３００番地 

鉄筋コンクリート造陸屋

根渡廊下付４階建 

３,７２７.１５ 

研究棟 高崎市下小塙町字鶴巻 

１３５８番地５ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き４階建 

１,０３２.０８ 

事務棟 高崎市下小塙町字並榎境 

１３５７番地３ 

鉄筋コンクリート造陸屋

根・アルミニューム板ぶ

き３階建 

２,３１４.１２ 

図書館 高崎市上並榎町字西ケ原 

１３００番地 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

陸屋根地下１階付５階建 

４,８８４.６９ 

三扇会館 高崎市上並榎町字上川原 

１３４８番地１ 

鉄筋コンクリート造陸屋

根３階建 

１,９４３.３８ 

 

体育館 高崎市上並榎町字上川原 

１３５９番地２ 

鉄筋コンクリート造陸屋

根２階建 

３,５９７.５０ 



更衣室 高崎市上並榎町字上川原 

１３４８番地１ 

鉄筋コンクリート造コン

クリート屋根平家建 

１２６.１２ 

守衛室 高崎市上並榎町字西ケ原 

１３００番地 

鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板ぶき平家建 

８.４７ 

体育会系クラ

ブハウス 

高崎市上並榎町字上川原 

１３５９番地２ 

鉄筋コンクリート造陸屋

根３階建 

５１０.００ 

音楽サークル

棟 

高崎市上並榎町字上川原 

１３４８番地１ 

鉄筋コンクリート造ルー

フィングぶき２階建 

６６０.００ 

文化サークル

棟 

高崎市上並榎町字上川原 

１３４８番地１ 

鉄骨造陸屋根２階建 ７３５.４５ 

自動車部部室 高崎市上並榎町字上川原 

１３５９番地２ 

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶ

き平家建 

５６.００ 

車庫 高崎市下小塙町字鶴巻 

１３５８番地５ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

７２.００ 

実行委員会室 高崎市上並榎町字上川原 

１３４８番地１ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

６０.００ 

茶道部部室 高崎市上並榎町字上川原 

１３５９番地２ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

２８.３５ 

弓道場 高崎市上並榎町字上川原 

１３５９番地２ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

２２４.０８ 

倉庫 高崎市上並榎町字上川原 

１３５９番地２ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

３１.５２ 

物置 高崎市上並榎町字上川原 

１３４８番地１ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼

板ぶき平家建 

２９.１６ 

倉庫・便所 高崎市上並榎町字上川原 

１３５９番地２ 

コンクリートブロック造 

コンクリート屋根平家建 

５０.５３ 

器具庫 高崎市下小塙町字下川原

１８２３番地１ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

２０.１２ 

 


